
Q&A解説

■社員が裁判員候補者に選任されたとき
裁判員制度が導入されて本年で2年目を迎え，

昨年の11月中旬に裁判員候補者名簿に記載された
人に裁判所より通知書が送付されたところです。
「裁判員候補者名簿に記載されたという通知書

が届いたのだけれど……」といった社員からの連
絡があった場合，どのように対処すればよいのか。
また，裁判員候補者名簿に記載されたという通知
書を受け取った社員が会社に連絡していない場
合，会社はそのことを知らなくても労務管理や業
務運営上，支障が生じないのか。など，対処方法
についてあらかじめ準備しルールを整備しておか
なければ，適切な対処ができず，無用なトラブル
や混乱が生じ，重要業務に支障が生じる事態にな
ることが考えられます。
本稿は，人事担当者の不安や疑問にお答えする

形式で，裁判員制度の仕組みを理解していただき，
会社の業務運営の視点から労務管理上の問題点や
業務に与える影響を考え，どのような対処が求め
られるのかを解説いたします。そして，選任され
た社員が適正に制度に参加し，労務管理が適切に
実施されるためのルールであります就業規則の規
定例についても記載しておりますので，今後の規
程整備の参考にしていただければと思います。
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裁判員社員への対応策
―こんなときどうする!?人事担当者の現実的な不安・疑問にお答えします―

裁判員裁判の対象は？

休職中の社員も選ばれるのか？

裁判員の選任と裁判の流れは？

辞退の申し出ができる理由は？

候補者への通知書は会社にも欲しいが？

通知書同封の調査票を返送しないと？

会社への報告を規則化できるか？

1年に何回も選任されることはあるか？

繁忙期に社員の休みは認め難いが？

裁判員の休業期間は無給でもよいか？

有給扱いであれば日当額を差し引いてよいか？

呼出状のコピーを取って確認したいが？

裁判の日が会社の休日と重なったら？

不選任となった日の午後に出社させてよいか？

裁判が延長された時点で辞退できるか？

裁判員の証明書は発行されるのか？

非正社員が選任されたときの扱いは？

選任の情報について会社の管理責任は？

裁判期間中の事故は労災の対象か？

出頭しなかったときの罰則は？
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この記事をＰＤＦファイルで入手
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